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主要国・機関に関する統計
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５．海外特許庁／機関への優先権書類の電子的送付件数（特許・実用新案）

（１）二庁間での優先権書類の電子的交換を通じた優先権書類の送付件数
国コード 国・機関・地域名

欧州特許庁(EPO)

韓　　国

台　　湾

米　　国

（２）デジタルアクセスサービスを通じた優先権書類の送付件数

国コード 国・機関名

中　　国
フィンランド

英　　国
世界知的所有権機関(WIPO)

スウェーデン

注１: （　）は実用新案の件数を内数で示す。
注２:
注３:

問合せ先：総務課情報技術統括室

合　　　　　計

２０１６年２０１４年 ２０１５年

台湾は2013年12月より日本との優先権書類の電子的交換を開始。
中国・フィンランド・英国・世界知的所有権機関(WIPO)、スウェーデン以外、デジタ
ルアクセスサービスの枠組みに参加している他の庁へ、当該サービスを通じての送付
実績は無い。

合　　　　　計

２０１４年 ２０１５年 ２０１６年




